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■提言推進状況管理表                                                                   
 

提言実現 

の方向性 

仕組みづくりの 

ポイント 
       令和 5 年度までの総括 課題と改善策 令和６年度実績・成果 

１
．
今
後
の
障
が
い
児
保
育
の
理
念
「
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
（
育
ち
あ
う
）
保
育
」
の
創
造 

 

①共生社会につながる 

「インクルーシブ（育

ちあう）保育」の理念を

掲げる 

・提言書についての定期的な周知や、インクルーシブ

保育についての研修を実施し理念を広く浸透させた

(保育・こども園課) 

・コーディネーターが主となり、インクルーシブ保育

の理念のもと日々の保育内容を検討する中で理解を

深めた(市立認定こども園) 

・インクルーシブ保育や障がい児保育の研修に参加し

て理解を深めた(私立幼保連携型認定こども園等・私

立幼稚園型認定こども園) 

・インクルーシブ保育の理念や保育実践が保育現場レベルで

の理解が難しい現状である。様々な研修に参加し理念の理

解や実践に努める。また、どの保育者にも伝わりやすいポ

スターやリーフレットなどを作成し、コーディネーターを

中心に、保育者同士がインクルーシブ保育を意識しながら

実践につなげる。(私立幼保連携型認定こども園等) 

・インクルーシブ保育の研修に参加した保育教諭が、資

料を基に園内研修を行い、職員の理解を深める機会を

設けることができた。(私立幼保連携型認定こども園

等) 

・コーディネーターが主となり、保育内容を話し合う中

で保育者 1 人ひとりのインクルーシブ保育についての

理解を深め、意識づけを行った。(市立認定こども園) 

②インクルーシブ（育ち 

あう）保育の実践を生

みだし、検証を重ねて

方法論を創り上げるこ

とをめざす 

・巡回指導での助言や「特別支援教育・保育ゼミ」の

グループワークを通して支援方法を学び実践につな

げた(教育センター) 

・園内で支援児担当者会議を定期的に行い、対象児の

状況を把握し、スモールステップを用いた支援方法

を検討し実践している(市立認定こども園) 

・提言書にある保育者が行うべき５つの手立てを連動

させていけるよう、園内研修やケース会議において

検討している(私立幼保連携型認定こども園等) 

・一人ひとりの児童の特性に応じた保育を工夫し、園

生活をみんなと一緒に楽しめるように指導した(私立

幼稚園型認定こども園) 

・支援を必要とする子どもの状況に応じて対応できる保育力

を身に付ける必要がある。そのためにも、事例を用いたワ

ークを活用し、保育者自身で考察し、意見交換を通して多

様な支援方法につなげる。（教育センター） 

・子どもの発達過程や障がいの状況についてより丁寧にアセ

スメントを行い、集団の中の支援を考え実践に繋げる必要

がある。（市立認定こども園） 

・個々のケース会議を行い、支援方法を検討する中で今でき

る最善の手立てを、園全体で共有できるようにする。(私

立幼保連携型認定こども園等) 

・支援が必要な子どもが増え、保育の工夫や見直しが必要で

ある。（私立幼稚園型認定こども園) 

・「特別支援教育・保育ゼミ」の事例を用いたワークで

は、巡回指導での助言からヒントを得た意見もあり、

多様な支援方法を知ったり考え合ったりすることがで

きた。（教育センター） 

・支援児担当者会議を定期的に行い、その時期の子ども

の姿に応じて支援方法を様々な角度から検討し、実践

に繋げた。(市立認定こども園) 

・個々のケース会議の中で支援の方法を議論し、最善の

方法を職員間で共有し実践することができた。(私立幼

保連携型認定こども園等) 

・保育の工夫や見直しをしながら「インクルーシブ保

育」を実践し、療育施設とも連携をしている。（私立幼

稚園型認定こども園） 

２
．「
障
が
い
児
保
育
」
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り 

③ コ ー デ ィ ネ ー タ ー  

（リーダー保育士）を 

導入し、園全体での対

応力を高める 

・コーディネーター会議にて様々な障がいや支援方法

について学び職員への情報共有や支援についての検

討会を実施した。なお R3 年度より私立園代表と共に

学ぶ場として公民連携を図っている(市立認定こども

園) 

 

 

 

 

・巡回指導の園内の企画・運営・進行等を行い、障がい

児保育についての学びを深めると共に、職員間での情

報共有を行った(市立認定こども園) 

・R4 年度より保育団体主催のコーディネーター研修会

を行い、共通理解の場を作った(私立幼保連携型認定

こども園等) 

・R4 年度より全園で個別の教育・保育支援計画及び個

別の指導計画を作成し、計画に基づいて支援を行っ

ている(市立認定こども園・私立幼保連携型認定こど

も園等・私立幼稚園型認定こども園) 

・個別の教育・保育支援計画及び指導計画の作成にコーディ

ネーターも関わり、保護者対応にも同席するように努め

る。(私立幼保連携型認定こども園等) 

・保育団体の研修会では保護者対応や、発達課題の支援の学

びを深める勉強会を継続する。(私立幼保連携型認定こど

も園等) 

・コーディネーター（リーダー保育士）が替わることも考

え、引継をしっかり行えるように 指導計画をたてる。

（私立幼稚園型認定こども園) 

 

・個別の教育・保育支援計画の作成にコーディネーター

が関わり、保護者対応にも参加ができた。 

・公立園とのコーディネーター会議に継続して参加する

ことにより、コーディネーターとしてのスキルアップ

に繋げることができた。 

・保育団体の研修を定期的に行い、学べる機会を作るこ

とで各園の意識の統一に近づけることができた。(私立

幼保連携型認定こども園等) 

・巡回指導で保育支援の方法を学び、職員間で情報を共

有し、また 保護者にも指導計画を確認してもらっ

た。（私立幼稚園型認定こども園） 

・外部機関と連携し、巡回指導の園内の企画、運営、進

行等を行い、障がい児保育の個別指導を受けて支援方

法を学んだ。 

・市内の障がい児研修等に参加して学びを深めるととも

に職員間で情報共有を行った。(市立認定こども園) 

 

④障がい特性への対応力

を高めるため、市関係

機関での後方支援を強

・保育所等訪問支援事業や施設からの依頼による施設

訪問を実施し、障がい児への対応について助言して

いるまた就学前施設からの相談対応を行ったり、こ

・保護者に、集団における児童の姿を理解してもらうことが

難しい。関係機関と連携し、発達検査、就学前相談につな

げていく。（私立幼稚園型認定こども園) 

・巡回指導でのこどもの観察記録を保護者と共有して、

児童の姿を理解してもらえた。（私立幼稚園型認定こど

も園） 

資料１ 
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化する ども総合支援センターの企画教室への PT 派遣を行っ

たりして障がい児支援の中核的な役割を担うよう努

めている(医療型児童発達支援センター・福祉型児童

発達支援センター) 

・専門職の多職種間連携による園訪問を実施し、園の

対応力向上に寄与している(こども総合支援課) 

・乳幼児健診にて発達等の状況を確認し、保護者に寄

り添いながら関係機関と連携して、適切な支援を行

った(健康推進課) 

・R4 年 4 月の国通知を受け、就学相談につながった家庭

へアンケートを実施し、スムーズにスタートが切れた

か確認した。入学後、上手くいっていない事や引き続

き相談等があった場合については、教育相談につなげ

た(教育センター) 

・1 回/年、八尾市医療的ケア児支援のための地域連絡会

議を開催し、関係機関における情報共有を行ってき

た。令和 4 年度においては、大阪府が実施した医療的

ケア児実態把握調査結果のうち、八尾市在住の医療的

ケア児の回答を抽出・分析した結果や今後の方向性に

ついて、課題を共有した(障がい福祉課) 

・早期から医療型児童発達支援センターと連携し、医療

的ケア児の個別課題に応じた支援を行った。またアン

ケートの整備により、医療的ケア児の実態把握に努

め、必要な支援を充実させた(保健予防課) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・医療的ケア児の入所に向けての面接に、管理医師が同

席し、主治医と園との橋渡し役を担っている（児童発

達支援第 1 センター) 

・令和４年 10 月よりこども総合支援センターほっぷをオー

プンし、市民への周知が課題となる中広報啓発に注力し、

電話による相談、医療からつながる相談、施設からつなが

る相談など、様々な経路からの相談が増加している。相談

内容に応じて適切な支援機関につなげるとともに、関係機

関と連携しながら支援を行う。（こども・いじめ何でも相

談課） 

・企画教室への派遣を通じてセンターのリハビリに繋がっ

た。今後も企画教室への参加を継続していき、連携を取り

ながら進め、支援につなげる。（児童発達支援第 1 センタ

ー） 

・こどもの相談においては、相談内容に応じて多職種連携に

よりそれぞれの専門性が必要である。こども総合支援セン

ターほっぷの保育教諭や心理士のほか医療型児童発達支援

センターの作業療法士や言語聴覚士や医師とも連携しなが

ら園訪問を実施することにより、引き続きそれぞれの専門

性を生かし園とともに児童に寄り添った対応を考えてい

く。（こども・いじめ何でも相談課） 

・引き続き、乳幼児健診にて発達障がいのスクリーニングを

実施し、保護者に寄り添いながら関係機関と連携し、適切

な療育につながるよう支援を行う。（こども健康課） 

・就学後のアンケートからは、学びの場についての不安に関

する記述は昨年度と比べ減っていた。しかし、就学後の学

びの場について一定数の保護者が不安に思っている。学び

の場についての説明はチラシ、ポスター、HP にオンデマン

ド動画の QR コードを載せた広い周知と、就学相談の中での

個別の説明を引き続き丁寧に行っていく。（教育センター） 

 

 

・令和５年度に八尾市医療的ケア児コーディネーターの役割

について意見交換をおこなった。現時点において、医療的

ケア児コーディネーターの役割が明確化できておらず、医

療的ケア児コーディネーターの配置先についても確定して

いないため、今後検討を進めていく。（障がい福祉課) 

・医療的ケア児の成長発達に応じ個別課題も変化するため、

保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等と連携

を図り、児童の状態に応じた適切な支援ができる連携シス

テムが必要である。(保健予防課) 

 

 

 

 

 

 

 

・ホームページや市政だよりへの掲載とともに、パンフ

レット等を活用し周知を行い、相談者の相談内容に応

じてアセスメントし、適切な支援機関へのつなぎや関

係機関との連携支援を行った。（こども・いじめ何で

も相談課） 

・ほっぷの保育所等訪問事業で、個別支援のアドバイス   

 を保育実践で活用することができた。(私立幼保連携型

認定こども園等) 

・令和６年度も PT・ST が子育て支援センターの企画教室

へ参加し、センターに繋がったケースがあった。繰り

返して参加することで相談できる場として広がってい

る。（児童発達支援第 1 センター） 

・多職種間連携のもと園訪問を行い、園に対して対象児

童に関する支援の助言を行った。（こども・いじめ何で

も相談課） 

 

 

 

・乳幼児健康診査にて発達等の状況を確認し、保護者に

寄り添いながら関係機関と連携して、適切な支援に努

めている（こども健康課） 

・今年度は計画通り、チラシの配布、ポスターの掲示、

HP への掲載、オンデマンド動画の配信などで学びの場

の説明を行った。それらに加えて、就学前施設の職員

に向けた研修、八尾市立学校の特別支援教育コーディ

ネーターに向けた研修、他課からの依頼を受けた保護

者説明会の実施を行った。様々な形で担当が直接説明

に行き、質問も受けながら、学びの場についての理解

を深めることができた。（教育センター） 

・第２期八尾市障がい児福祉計画において医療的ケア児

等コーディネータ―については福祉関係１名、医療関

係１名の配置を成果目標にしているところであるが、

まずは福祉関係１名の配置に向けて調整していく。（障

がい福祉課） 

・小児慢性特定疾病等の慢性的な疾病や長期入院等の

医療的ケア児とその養育者が地域で安心かつ快適に

自立して生活できるよう、八尾市立児童発達支援第

１センターいちょうと早期から連携し、必要な支援

を行った。また実態把握アンケートを踏まえ、学習

交流会を企画・開催した。(保健予防課) 

・令和６年度も医療的ケア児の入所に向けての面接に、

センターの管理医師が同席した。また医療的ケア児の

保育受け入れに関する検討部会にも参加し、今後必要

に応じて連携をとりながら後方支援ができる方向で考

えていく。（児童発達支援第１センター） 
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３
．
就
学
前
の
障
が
い
児
へ
、
総
合
的
に
切
れ
目
な
く
社
会
資
源
を
提
供
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り 

⑤個々の就学前の障がい

児を中心に置き「切れ

目のない支援」の整理・

発展を図る 

・医師や保健師と連携して子どもを真ん中にした支援方

法を考え必要に応じて、関係課、関係施設と連携し、

支援を実施してきた(こども総合支援課) 

・地域の就学前児童とその家族を対象とした親子教室を

実施し、発達相談等を行った(福祉型児童発達支援セ

ンター) 

・在園児に関しては関係所属と情報共有をしたり助言を

受けたりしながら保育を進め、就園前の児童において

は地域交流会や施設見学、一時預かり保育の中保護者

の相談にのり必要に応じて支援機関を紹介した。また 

就園前の児童に関して地域交流の場で保護者の相談

に応じた。在園児に関しては進学先の小学校に児童の

様子を伝え連携を行ったり、児童デイを利用している

園児に関しては支援方法を共有し合ったり連携を行

っている(市立認定こども園・私立幼保連携型認定こ

ども園等・私立幼稚園型認定こども園) 

・医療や保健センターなど子どもを真ん中に置き、手法を連

携しながら考えている。必要に応じて関係課、関係施設な

どとも連携し、支援を実施していく。（こども・いじめ何で

も相談課） 

・各関係機関との繋がりで、個々のケースについて、どの機

関でも個々の情報が共有出来るように努める。(私立幼保連

携型認定こども園等) 

 

・こどもを中心に世帯全体の支援方法を考えるため、児童

福祉・母子保健の担当を含めた会議を実施し、必要に応

じて他機関とも連携し支援を行った。（こども・いじめ

何でも相談課） 

・各関係機関とスムーズに連携でき、子どもの情報を得る

機会を設けることができた(私立幼保連携型認定こども

園等) 

・こども園に通いながら療育施設を利用している児童が 

年々増えてきている。療育施設では園への訪問支援を行

っているところもあり、保護者の希望で受ける事が出来

る。こども園からも療育施設での児童の様子を見にいく

ことができ、情報を共有しながら支援計画を立ててい

る。（私立幼稚園型認定こども園）  

・就園前の児童においては地域交流、施設見学、一時預か

り保育を利用の際に子どもの様子を把握し、併設する子

育て支援センターと情報共有を行う等連携し、入園の際

の支援に繋げた。(市立認定こども園) 

⑥各関係機関の総合的な

視点による認定・審査

の会議体「調整会議」を

導入する 

・障がい児に関わる機関を招集し、調整会議を実施、適

正な認定に努めている。新規入所募集枠の確保につい

ては、低年齢児での入所児童数が増加したことに伴

い、新規入所募集枠の確保が難しい現状があることか

ら規定枠を超えて、新規入所募集枠を設定できる仕組

みに改正し、支援が必要な児童に支援が届くようにし

た(保育・こども園課) 

・在園サポートの申請が増え、新規募集枠が減少傾向にある。

各園との入所調整会議で新規募集枠の確保に努める。（保

育・こども園） 

・各園との入所計画協議を踏まえ昨年度と同程度の新規

保育サポート募集枠の確保を実現した。（保育・こども

園課） 

４
．
保
護
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に
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⑦障がい児の保護者の 

置かれる状況やニーズ

に対応し、相談・支援に

取り組む 

・保護者に就学後の学びの場について、オンデマンド動

画を作成し、ポスター・チラシ及びホームページから

視聴できるように広く周知している(教育センター) 

・広報や健診時の紹介によりこども総合支援センター

については市民の認知度が高まっており、様々な経

路からの相談が増加し、支援につなげている(こども

総合支援課) 

・園にキンダーカウンセラーを配置して、保護者や教

員が気軽に相談できるようにし、必要に応じて関係

機関の紹介をしている(私立幼稚園型認定こども園) 

 

・昨年度の就学相談の状況も受け、昨年度作成したオンデマ

ンド動画を今年度版にブラッシュ アップし、周知や就学

相談の中での個別の説明を引き続き丁寧に行っていく。（教

育センター） 

・学校や園への広報をはじめ、都度広報をしてきたことで、

認知度が広がっている。また、関係機関もこども総合支援

センターほっぷをご紹介いただいているので、認知度が高

まりつつある。（こども・いじめ何でも相談課） 

・市政だよりや市ホームページをはじめ「やおっぷ」による

プッシュ通知のほか、学校や就学前施設へのリーフレット

送付やポスター掲示に加え、４か月健診にこども総合支援

センターほっぷの紹介を組み込むなど、周知に努めており、

相談件数の増加につなげている。（こども・いじめ何でも相

談課） 

・幼稚園型認定こども園では２号園児であっても３歳児にな

れば保育サポートの対象にならない。キンダーカウンセラ

ーに相談するなどし支援に努めていく（私立幼稚園型認定

こども園) 

・就学相談のオンデマンド動画については、計画通り発信

できた。今年度は、八尾しょうとく園やいちょう学園に

おける保護者説明会、保健所主催の講演会の講師として

など、様々な場で障がいのある子をもつ保護者に対し

て、直接の説明を実施することができた。（教育センタ

ー） 

・市政だよりや市ホームページをはじめ健康診査時及び

子育てイベント、ショッピングモールのベビー用品店舗

でのチラシ配架等にて、こども総合支援センターほっぷ

の周知に努め、相談件数の増加に努めた（こども・いじ

め何でも相談課、こども健康課） 

・キンダーカウンセラーに支援児の観察をしてもらい、ど

のような支援が適切かを相談し保育に努めた。（私立幼

稚園型認定こども園）  

・保護者にもカウンセリングを受けていただき、支援セン

ター「ほっぷ」や就学前相談につなげることが出来た。 

（私立幼稚園型認定こども園）  

⑧障がい児保育の加配段

階等を認定審査する際

の、サービス決定基準

を明確化する 

・利用調整の仕組みの変更に併せて、保育サポート認定

決定基準の整理し、明確化を図った(保育・こども園

課) 

・R4年に医療的ケア児の保育受け入れに関するガイドラ

インを策定、R5 年より私立園でのモデル実施が始まっ

た。今後も受け入れ拡大に努める(保育・こども園課) 

・年度当初より、令和７年度入園に向けた問い合わせがあり、

低年齢児からの相談が増加傾向にある。また、受け入れ拡

大に向けてこども施設運営課と情報共有を行っている。（保

育・こども園課） 

・相談があった段階からこども施設運営課と情報共有を

行い、R7 年度公立認定こども園で乳児の医療的ケア児

の受け入れ実現につながった。（保育・こども園課） 
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⑨審査結果を元に、適切

なサービス案内ができ

る申請窓口とする 

・入所申請段階以前の相談機能を充実させ、児童にとっ

て適切な施設へつなげ、入所にむけても保護者と共に

進路を考える伴走型支援に努めている(健康推進課・

こども総合支援課・保育・こども園課) 

・R4年から実施している未就園児訪問で発達課題や養育

能力課題の可能性があるケースが発見された際は就

園等につなげるよう努めている(こども総合支援課) 

・４か月健診時にこども総合支援センターほっぷの紹介を実

施している。そこで、相談につながるケースがある。また、

未就園訪問から入所につなげなければならないケースもあ

り、引き続き保育・こども園課、こども施設運営課と連携

することで就園に繋がるよう支援していく。（こども・いじ

め何でも相談課） 

・保健センターの乳幼児健診やこども総合支援センターほっ

ぷの子育て相談等の機能により、早期発見・早期相談につ

なげた。また、未就園児訪問の実施により、入所にむけて

の個別の支援をしていく。（こども・いじめ何でも相談課） 

・入所申請段階以前の相談機能を充実させ、子どもにとっ

て適切な施設につなぐため、保護者とともに進路について

考える伴走型支援に努めている。（こども健康課、こども・

いじめ何でも相談課、保育・こども園課） 

 

 

・未就園児訪問で発達課題や養育能力の課題のあるケー

スが発見された際は、就園等につなげるよう努めている

（こども健康課） 

 

５
．
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
（
育
ち
あ
う
）
保
育
実
践
を
創
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り 

⑩障がいのある子どもと

ない子どもがともに育

ちあう実践を創りだす

意義を共有する 

・ゼミでの学びを教育・保育実践で活かし、園全体の

対応力向上を図っている。また園内研究会では公開

保育までの準備過程や当日の討議を通して学びを深

め、保育者、参加者共に子どもの困り感に寄り添う

保育を大切にするという共通認識がもてた(教育セン

ター) 

・研修等で学んだことを自園職員間で共有し、日々の保

育に活かしている(市立認定こども園・私立幼保連携

型認定こども園等・私立幼稚園型認定こども園)  

・引き続き、支援を必要とする子どもにスポットを当てた指

導案を作成し、子どもの状況を 明確にするとともに手立

てにつながる園内研究会を実施する。また、支援を必要と

する子どもとともに育ち合えるクラスづくりをめざすため

保育者の援助や環境構成についても 討議し、深めてい

く。（教育センター） 

・園内外の研修会で学んだ内容を、コーディネーターと共に

振り返る時間の調整を行い、日々の実践に活用できるよう

にする。(私立幼保連携型認定こども園等) 

・ゼミの園内研究会では、指導案とは別に、園内学習会

でのエピソード記録の紹介もあり、育ちの軌跡を知る

ことができた。それらを踏まえて見学をすることで、

個に応じた支援やともに育ち合えるクラスづくりを考

え合うことにつながった。（教育センター） 

・各園のコーディネーターが中心となり、日々の保育の中

でともに育ちあう保育を目指し、園内外の研修や会議に

積極的に参加した。(私立幼保連携型認定こども園等) 

 

⑪ノウハウや実践を継承

でき、公民共通でスキ

ルアップできる研修制

度をつくる 

・児童発達支援センターの役割として専門職による研修

実施や施設見学実習の受入れ等の研修を実施してい

る(医療型児童発達支援センター) 

 

 

・巡回指導の実践を重ねるごとに保育現場の意識が変

革され、実地研修としての位置づけが確立されてき

た(教育センター) 

・研修についてはコロナ禍を経てオンライン研修を含

む様々な形態での実施が定着してきた。今後も研修

内容等受講者のニーズを取り入れながら満足度の高

い研修を企画するよう努める(教育センター) 

・コーディネーター研修の仕組みづくりや実際にサポー

ト児の保育を行うクラス担任、加配を担当する保育者

への支援に課題を感じている(私立幼保連携型認定こ

ども園等) 

・児童発達支援センターの役割として研修を継続していく。

今後は児童発達支援事業所とも 連携を取り、研修等を実

施していく。(児童発達支援第１センター) 

 

 

・年１回の巡回指導から、半分の園がフォロー巡回指導とな

り、より充実した実地研修としていく。（教育センター） 

 

 

 

 

 

・コーディネーターの役割に戸惑いがあるとの意見を受け、

令和６年度より新たに就学前施設のコーディネーター対象

の研修を年間２回実施する。コーディネーターとして、必

要な知識と理解を深める。また、各園のコーディネーター

同士の意見交流も取り入れ、実践的な指導・保育力の向上

を図る。（教育センター） 

・コーディネーターの役割について共通理解を深めるため

に、できるだけ研修の機会を設ける。(私立幼保連携型認

定こども園等) 

 

・支援児担当やクラス担任の困りごとを共有し、解決できる

方法を園全体で考える (私立幼保連携型認定こども園等) 

 

・人材確保が難しい。引き続き保育者確保に努める。（私立

幼稚園型認定こども園) 

・専門職による研修の実施や施設見学実習の受け入れは

実施できた。センターとかかわりのある児童発達支援事

業所とは連携をとり意見交換等は実施できたが、研修実

施まではできなかった。今後は実現に向けて調整してい

く。（児童発達支援第１センター） 

・フォロー巡回指導を実施した園では、スモールステップ

で育ちを捉えられるようになった。また、新たな困り感

へのヒントをもらえ、一人ひとりに応じた支援方法を学

ぶことができた。（教育センター） 

 

 

 

・コーディネーター対象の研修では、就学前施設における

特別支援教育コーディネーター同士の交流をしたり、役

割を確認したりすることで、コーディネーターとしての

意識を高めることができた。また、事例では、インクル

ーシブな視点で保育を捉えたことで、自園の保育のあり

方を見直すきっかけにつながった。（教育センター） 

・教育センターの就学前コーデネーター研修に参加する  

 事により、コーデネーターの役割について改めて学ぶ機

会を得ることができた。(私立幼保連携型認定こども園

等) 

・コーディネーターが主となり、クラス担任や支援児担当

の悩みや相談に寄り添いながら支援の方法を一緒に考

えている。(私立幼保連携型認定こども園等) 

・保育者の確保に努め、コーディネーターを中心に複数の

保育者が支援児を指導して色々な支援の方法を考える

事が出来た。（私立幼稚園型認定こども園）  

 


